
　

千
葉
科
学
大
学
で
行
わ
れ
た

『
Ｏ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
Ｏ
Ｗ
Ａ
Ｋ
Ｅ
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
』
で
、
伊
藤
伸
さ
ん

（
デ
ジ
タ
ル
庁
参
与
、
構
想
日
本

総
括
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
）
と
10
年

ぶ
り
に
お
会
い
し
た
。
平
成
25

年
か
ら
３
年
間
に
わ
た
る
事
業

仕
分
け
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

を
務
め
て
い
た
だ
い
た
。

　

当
時
は
市
の
貯
金
「
財
政
調

整
基
金
」
が
底
を
つ
く
危
機
的

な
財
政
状
況
の
中
で
１
５
７
の

事
業
仕
分
け
を
実
施
。
行
政
の

事
業
が
本
当
に
住
民
の
役
に
立

っ
て
い
る
の
か
？
今
後
も
続
け

る
べ
き
事
業
な
の
か
？
費
用
対

効
果
は
ど
う
な
の
か
？
市
民
か

ら
無
作
為
抽
出
で
選
ば
れ
た

「
市
民
判
定
人
」
と
仕
分
人
（
専

門
官
）
が
、
事
業
の
目
的
・
コ

ス
ト
・
成
果
を
記
載
し
た
「
事

業
シ
ー
ト
」
を
も
と
に
質
疑
・

議
論
を
行
い
、
市
民
判
定
人
が

「
不
要
・
凍
結
」「
要
改
善
」「
現

行
通
り
・
拡
充
」
を
判
定
す
る

手
法
を
用
い
た
。

　

市
民
判
定
人
の
事
前
講
習
を

担
当
し
た
伊
藤
伸
さ
ん
が
強
く

訴
え
て
い
た
の
が
、
市
民
が
ま

ち
づ
く
り
を
「
自
分
ご
と
」
と

し
て
考
え
、
決
め
る
こ
と
の
大

切
さ
だ
。
団
体
代
表
で
も
自
薦

で
も
な
く
、「
無
作
為
」
で
選
ば

れ
た
市
民
が
事
業
の
存
廃
を
決

め
る
方
式
は
新
鮮
で
、
市
民
判

定
人
の
大
部
分
が
「
や
っ
て
よ

か
っ
た
」「
参
加
し
て
よ
か
っ
た
」

と
ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
し
た
こ
と

も
強
く
印
象
に
残
っ
て
い
る
。

　
「
自
分
ご
と
化
」
は
、
く
じ

引
き
で
無
作
為
に
選
ば
れ
た
市

民
が
ま
ち
の
課
題
に
つ
い
て
議

論
す
る「
住
民
協
議
会
」や「
自

分
ご
と
化
会
議
」
に
進
化
。
物

事
を
シ
ン
プ
ル
に
純
粋
に
考
え

る
若
者
の
力
や
女
性
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
・
プ
ロ
セ
ス

力
を
生
か
し
な
が
ら
各
地
で
展

開
さ
れ
て
い
る
。「『
何
を
す
べ

き
か
』
で
は
な
く
、自
分
が
『
ど

う
あ
り
た
い
か
』『
ど
う
暮
ら

し
た
い
か
』
の
視
点
が
大
切
」

と
伊
藤
伸
さ
ん
は
語
る
。
10
年

前
に
事
業
仕
分
け
を
経
験
し
た

銚
子
市
で
も
「
自
分
ご
と
化
会

議
」
を
実
施
し
て
い
き
た
い
。
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【自分ごと化会議】【自分ごと化会議】

銚子市長　越川　信一

どうしても納付できないとき　
災害、病気、失業などやむを得ない事情で納付が困難なときはそのままにせずに相談してく
ださい。

口座振替がおすすめ　
手数料はもちろん無料。1度手続きをすると毎年自動的に継続されます。

滞納すると困るのはあなた　
▶国民健康保険の被保険者の医療費が全額自己負担に
▶ 介護保険サービスを受けたときの自己負担額が引き上げられ高額介護サービス費などの
給付が受けられない
▶水道が給水停止に　▶市営住宅に入居できない　など

納
期
限
を
過
ぎ
る
と
延
滞
金
が
加

算
さ
れ
る
ば
か
り
か
各
種
給
付
が

制
限
さ
れ
る
場
合
も
。
納
め
ら
れ

る
お
金
や
財
産
が
あ
る
の
に
納
付

し
な
い
と
、
財
産
の
差
押
え
な
ど

を
受
け
ま
す
。

市税・各料金 問合せ

市県民税・森林環境税
軽自動車税
固定資産税・都市計画税

債権管理室　　　　☎（24）8954 

国民健康保険料 保険年金室　　　　☎（24）8955

後期高齢者医療保険料 保険年金室　　　　☎（24）8958

介護保険料 高齢者福祉課　　　☎（24）8755

緊急通報装置利用料 高齢者福祉課　　　☎（24）8754

育英資金返還金 教育総務室　　　　☎（24）8725

市営住宅家賃 都市整備室　　　　☎（24）8899

下水道事業受益者負担金 下水道室　　　　　☎（22）8825

水道料金、下水道使用料 水道料金センター　☎（30）3131

市
税
、
国
民
健
康
保
険
料
な
ど

納
め
忘
れ
て
い
な
い
？

を
受
け
ま
す
。

市
税
や
各
料
金
の

お
問
い
合
わ
せ
は

こ
ち
ら
‼
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